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フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
と

は
、「
子
育
て
の
応
援
を
し
て
ほ
し
い

人
（
依
頼
会
員
）」
と
「
子
育
て
の
応

援
を
し
た
い
人
（
提
供
会
員
）」
と
で

構
成
す
る
、
子
育
て
の
助
け
合
い
活
動

組
織
で
す
。

　
事
前
に
会
員
登
録
を
し
て
い
れ
ば
、

保
育
園
へ
の
お
迎
え
や
、
一
時
預
か
り

な
ど
の
サ
ポ
ー
ト
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
随
時
、
依
頼
会
員
、
提
供
会
員
を
募

集
し
て
い
ま
す
の
で
、
登
録
し
て
く
だ

さ
い
。

★
サ
ポ
ー
ト
の
内
容

①
保
育
園
や
幼
稚
園
の
保
育
開
始
時
間

　
ま
で
、
ま
た
保
育
時
間
終
了
後
の
子

　
ど
も
の
一
時
預
か
り

②
保
育
園
や
幼
稚
園
ま
で
の
子
ど
も
の

　
送
迎

③
学
童
保
育
終
了
後
や
放
課
後
の
子
ど

　
も
の
一
時
預
か
り

④
子
ど
も
が
軽
い
病
気
な
ど
の
と
き
の

　
臨
時
的
な
子
ど
も
預
か
り

⑤
冠
婚
葬
祭
、
学
校
行
事
、
そ
の
他
の

　
外
出
時
な
ど
の
子
ど
も
の
一
時
預
か

　
り

★
依
頼
会
員
募
集
！

　
市
内
在
住
で
、
生
後
６
カ
月
〜
10
歳

未
満
ま
で
の
お
子
さ
ん
が
い
る
人
な
ら
、

ど
な
た
で
も
登
録
で
き
ま
す
。

★
提
供
会
員
募
集
！

　
性
別
は
問
い
ま
せ
ん
が
、
保
育
サ
ポ

ー
タ
ー
養
成
講
座
を
受
講
し
た
人
で
、

①
自
宅
で
子
ど
も
を
預
か
る
こ
と
が
で

き
る
人
、
②
子
ど
も
の
保
育
に
熱
意
が

あ
る
人
。

　☆
利
用
料
金
の
基
準

 

・
月
〜
金
曜
日
（
年
末
年
始
を
除
く
）

　
午
前
７
時
〜
午
後
７
時
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
１
時
間
　
７
０
０
円

　
午
前
７
時
以
前
・
午
後
７
時
以
降

　
　
　
　
　
　
　
１
時
間
　
９
０
０
円

 

・
右
記
以
外
の
場
合
（
土
・
日
・
祝
日
）

　
　
　
　
　
　
　
１
時
間
　
９
０
０
円

 
・
軽
度
の
病
児
の
場
合
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
１
時
間
　
９
０
０
円

☆
入
会
方
法

　
次
の
も
の
を
持
っ
て
、
邑
久
子
育
て

支
援
セ
ン
タ
ー
内
「
瀬
戸
内
フ
ァ
ミ
リ

ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
」
事
務
所
ま
で

お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
持
参
す
る
も
の

・
印
鑑
（
認
印
可
）

・
写
真
（
２
　
×
３
　
）
２
枚

■
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先

　
瀬
戸
内
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

　
タ
ー
事
務
所

　
瀬
戸
内
市
邑
久
町
尾
張
１
１
５
９
―
１

　
邑
久
保
育
園
併
設
邑
久
子
育
て
支
援

　
セ
ン
タ
ー
内

　
開
所
時
間
　
平
日
（
月
〜
金
曜
日
）

　
午
後
１
〜
４
時

　
　
０
８
６
９
―
２
２
―
０
０
９
２

　﹇
５
月
30
日
か
ら
﹈

児
童
手
当
受
給
者
の
皆
さ
ん

 

現
況
届
は
６
月
中
に
手
続
き
を

子育てのサポート、よろしくお願いします

　
現
在
、
児
童
手
当
を
受
給
し

て
い
る
人
は
、
６
月
中
に
「
児

童
手
当
現
況
届
」
の
提
出
が
必

要
で
す
。

　
毎
年
６
月
１
日
の
状
況
を
記

載
し
、
児
童
手
当
を
引
き
続
き

受
け
る
要
件
が
あ
る
か
ど
う
か

を
確
認
す
る
た
め
で
す
。

　
こ
の
現
況
届
の
提
出
が
な
け

れ
ば
、
６
月
分
以
降
の
手
当
が

受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
届
け
出
が
必
要
な
受
給
者
の

皆
さ
ん
に
は
、
５
月
末
日
に
現

況
届
の
用
紙
を
送
付
し
ま
す
の

で
、
期
限
内
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
現
在
所
得
制
限
や
未
請

求
な
ど
で
手
当
を
受
け
て
お
ら

ず
、
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
人

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
提
出
期
限
】

▼
窓
口
受
付

　
６
月
29
日（
金
）ま
で
。

　
平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後

５
時
15
分
で
、
土
、
日
曜
日
、

祝
日
は
、
窓
口
受
付
を
し
て
い

ま
せ
ん
。

▼
郵
送
受
付

　
６
月
30
日（
土
）ま
で
。

　
郵
送
の
場
合
は
、
市
子
育
て

支
援
課
に
書
類
が
到
達
し
た
日

が
、
提
出
年
月
日
と
な
り
ま
す
。

記
入
漏
れ
や
添
付
書
類
不
足
な

ど
が
あ
る
場
合
は
、
再
度
提
出

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
市
子
育
て
支
援
課

　
　
０
８
６
９
―
２
６
―
５
９
４
７

　
児
童
手
当
法
改
正
に
よ
り
、

３
歳
未
満
の
児
童
の
児
童
手
当

額
を
第
１
子
・
第
２
子
に
つ
い

て
倍
増
し
、
出
生
順
位
に
か
か

わ
ら
ず
、
一
律
月
額
１
万
円
と

な
り
ま
し
た
。

　
な
お
、
３
歳
以
上
の
児
童
の

児
童
手
当
額
、
支
給
対
象
年
齢

や
所
得
制
限
限
度
額
に
つ
い
て

は
、
現
行
ど
お
り
で
変
更
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　
※
今
回
の
改
正
で
は
、
受
給

者
か
ら
特
段
の
手
続
き
を
行
う

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
平
成
19
年
４
月
か
ら

３
歳
未
満
の
児
童
の
児
童
手
当

額
は
、
一
律
月
額
１
万
円
と
な

り
ま
す
が
、
３
歳
到
達
後
の
翌

月
か
ら
は
、
第
１
子
・
第
２
子

の
手
当
額
は
月
額
５
千
円
と
な

り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
市
子
育
て
支
援
課

　
　
０
８
６
９
―
２
６
―
５
９
４
７

　
会
員
相
互
に
、
個
人
の
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
を
守
る
こ
と
を
約
束
し
ま

す
（
会
員
で
な
く
な
っ
た
後
も
同

様
で
す
）
の
で
、
安
心
し
て
ご
登

録
く
だ
さ
い
。

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
を

　
　
　
　
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た

平成１９年４月１日から
　児童手当制度が拡充されました

至長船

至西大寺 至岡山

至備前

至牛窓

瀬戸内市役所

JAせとうち

瀬
戸
内
市
民
病
院

邑
久
中
学
校

至
虫
明

至
西
大
寺

邑
久
駅

赤
穂
線

岡
山
ブ
ル
ー
ラ
イ
ン

瀬戸内市立
邑久保育園

子育て
支援センター

改　正　前 改　正　後

手当
月額

支給
対象

支払
時期

第１・２子
第３子以降

5,000円
10,000円

第１・２子
第３子以降

10,000円
10,000円

毎年２月・６月・10月

12歳到達後の最初の3月31日までの間
にある児童（小学校修了前の児童）
を養育している人に支給されます。
ただし、前年（1月から5月分の手当
については前々年）の所得が一定額
以上の場合には、児童手当は支給さ
れません。

〈0歳以上3歳未満〉

第１・２子
第３子以降

5,000円
10,000円

〈3歳以上〉

セ
ン
チ

セ
ン
チ
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